
 

改正環境影響評価条例 施行時期 い 案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

．公布日 ら施行日ま 一定 期間を設ける理由 

  制度改正 周知 た 一定 期間を置く 適当 あ 技術指針及びマニュアル 改正

一定 時間を要す た  

 

．対象事業 追加等 い 施行ま 期間を 月程度 る根拠 

追加対象 事業を開始す 当た 必要 許認可等 行政手続法・条例 標準

処理期間を確保し 許認可申請 程度ま 熟度 高ま た 事業 対す 配慮を行う  

具体的 標準処理期間 最長 あ 森林法 開発許可 要す 80日 を 回 程度

日数を周知期間 す  
 

参考 土地開発 必要 標準処理期間 

土地開発 一般的 必要 手続き 個別事業 必要 手続き 

森林法§10 ・開発許可 80 日 電気事業法§48・ 

工事 届出 
事業着手 」0 日前 

農地法§ ・農転許可 4「 日 

都市計画法§「9・ 

開発許可 

ｈａ以  49 日 

ｈａ未満 「8 日 

建築基準法§ ・ 

建築確認 
70 日 

 

当県 過去 事業追加 国や他自治体 事業追加 際 周知期間を参考 不当 期間   

い いこ を確認  
 

参考 事業追加 周知期間 扱い 

追加事業 区 分 周知期間 周知期間 根拠 

風力発電所 

建設 

長野県 月 進行中 事業を早期 条例手続 乗せ た  

平 均 81 日 「8 道府県・14市 0 日～1,0」8 日 近県 記参照  

 

茨 城 日 法 対象事業 たこ 不要 判断 

神奈川 月 期間 い 明確 理由 い 

静 岡 
日 

月  

施行日 月前 パブコメを実施 そ 期間 周知期間

し 考慮 

法 10.5 月 過去 取扱いを考慮 

交付金事業 法 月 具体的 根拠 い 

そ 他 平 均 94 日 県・ 市 0日～」65 日  

 

□ 施行時期 い 改正条項 応 設定  

対象事業 追加 

下記以外 手続 追加 

条例・規則 公布日 同日を予定 ら 月

程度 期間を設け 施行 

計画段階環境配慮書 手続 追加 
条例・規則 公布日 ら 程度 期間を設け

施行 」「自治体 ける 均：「「5 日  

   条例 大枠 例 発電所等 建設 を定 規則 事業 種類・規模等 例 水力発電所・ 

出力 15,000kW 以 を規定 

資料  


